
大分市建築物のエネルギー消費性能判定等に関する事務処理要領 

（目的） 

第１条 この要領は、法に基づき、市長が行う法第１１条に基づく建築物エネル

ギー消費性能適合性判定及び法第３０条に基づく建築物エネルギー消費性能向

上計画認定に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 前項の規定は、市長が行う法第１２条に基づく建築物エネルギー消費性能適

合性判定について準用する。 

（定義） 

第２条 この要領における用語の定義は、法令等に定めのあるもののほか、次の

各号に定めるところによる。 

⑴ 法 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７年法律

第５３号）をいう。 

⑵ 規則 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第５号）をいう。 

⑶ 性能向上計画 法第２９条第１項に規定する建築物エネルギー消費性能向

上計画をいう。 

⑷ 性能向上計画認定基準 法第３０条第１項に規定する建築物エネルギー消

費性能向上計画の認定基準をいう。 

⑸ 性能向上計画認定 法第３０条第１項に規定する認定をいう。 



⑹ 性能向上計画認定申請 性能向上計画認定又は法第３１条第１項の性能向

上計画変更の認定の申請をいう。 

⑺ 性能向上計画認定申請書 規則第２０条第１項に規定する申請書をいう。 

⑻ 性能向上計画認定通知書 規則第２４条第２項に規定する通知書をいう。 

⑼ 設計住宅性能評価書 住宅の品質の確保の促進等に関する法律第６条第１

項に規定する設計住宅性能評価書をいう。 

⑽ 構造計算適合性判定 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条の

３第１項に規定する構造計算適合性判定をいう。 

⑾ 特定構造計算基準 建築基準法第６条の３第１項に規定する特定構造計算

基準をいう。 

⑿ 特定増改築構造計算基準 建築基準法第６条の３第１項に規定する特定増

改築構造計算基準をいう。 

⒀ 断熱等性能等級 日本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通省告示第１

３４６号）に規定する断熱等性能等級をいう。 

⒁ 1次エネルギー消費量等級 日本住宅性能表示基準（平成１３年国土交通省

告示第１３４６号）に規定する1次エネルギー消費量等級をいう。 

（１次エネルギー消費量の算定対象としない建築物の部分） 

第３条 次に掲げる室用途を含む建築物において、当該室用途の部分の１次エネ

ルギー消費量については算定対象としない。 



 ⑴ 工場における生産エリア 

 ⑵ 倉庫における冷凍室、冷蔵室及び定温室 

 ⑶ データセンターにおける電算機室 

 ⑷ 大学、研究所等におけるクリーンルーム等の特殊な目的のために設置され

る室 

２ 大分市手数料条例（昭和３９年大分市条例第１２号）別表第４の８の項備考

の欄ア中「１次エネルギー消費量の算定の対象としない建築物の部分として市

長が別に定めるもの」は前項各号に掲げる用途の部分とする。 

第４条 規則第３条第１項に規定する市長が必要と認める図書（提出に係る建築

物が複合建築物である場合に限る。）は、次に掲げる部分の求積図とする。 

⑴ 居住者以外の者のみが利用する部分 

⑵ 居住者のみが利用する部分 

⑶ 居住者以外の者及び居住者の共用に供する部分 

２ 前項の規定は、法第１３条第２項及び第３項に規定する通知について準用す

る。 

（建築物エネルギー消費性能確保計画の取下げ） 

第５条 法第１１条第１項若しくは第２項に規定する提出又は法第１２条第２項

若しくは第３項に規定する通知をした者は、市長が当該提出又は通知に係る処

分を行う前に当該提出又は通知を取り下げようとするときは、建築物エネルギ



ー消費性能確保計画（提出・通知）取り下げ届（様式第１号）を市長に提出し

なければならない。 

（特定建築物に係る状況報告） 

第６条 法第１５条第１項に規定する報告は、特定建築物に係る状況報告書（様

式第２号）及び当該報告の内容を説明するための図書を市長に提出することに

より行わなければならない。 

第７条 削除 

（性能向上計画認定における添付図書） 

第８条 規則第２０条第１項に規定する市長が必要と認める図書は、次に掲げる

ものとする。 

⑴ 建築物エネルギー消費性能基準への適合を証するものとして登録建築物エ

ネルギー消費性能判定機関による技術的審査適合証の交付を受けている場合

にあっては、その写し 

⑵ 設計住宅性能評価書の交付を受けている場合にあっては、その写し（断熱

等性能等級５及び１次エネルギー消費量等級６（法の施行の際現に存する建

築物の住宅の部分にあっては、１次エネルギー消費量等級４、等級５又は等

級６）であるものに限る。） 

⑶ 申請に係る建築物が複合建築物である場合にあっては、第４条第１項各号

に掲げる部分の求積図 



⑷ その他市長が必要と認める図書 

⑸ 法第３０条第２項の規定による申請があった場合（法第３１条第２項の規

定により準用する場合を含む。）において、当該申請に係る性能向上計画が、

構造計算適合性判定の対象となる建築物に係る計画であるときは、構造計算

適合性判定に準じた審査を行い、特定構造計算基準又は特定増改築構造計算

基準に適合すると認めたものであることを証する図書の写し 

２ 規則第２０条第３項の規定により市長が不要と認める図書は、同条第１項の

表(い)の項に規定する付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図を除く図書

とする（前項第１号に掲げる図書を添付する場合に限る。）。 

(性能向上計画認定申請の取下げ) 

第９条 性能向上計画認定申請をした者が、市長が当該申請に係る処分を行う前

に当該申請を取り下げようとするときは、建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請取り下げ届(様式第３号)を市長に提出しなければならない。 

（性能向上計画認定を受けた建築物の建築等の取りやめ） 

第１０条 性能向上計画認定を受けた建築物の新築等を取りやめようとする者は、

建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物の建築取りやめ届（様式第４号）

に、性能向上計画認定通知書及び性能向上計画認定申請書の副本並びにその添

付書類を添えて市長に提出するものとする。 

（性能向上計画認定をしない旨の通知） 



第１１条 市長は、性能向上計画認定申請の内容が、性能向上計画認定基準に適

合しない場合は、建築物エネルギー消費性能向上計画を認定しない旨の通知書

（様式第５号）により当該申請をした者に通知するものとする。 

（性能向上計画認定を受けた建築物の完了報告） 

第１２条 認定建築主は、性能向上計画認定申請に係る建築物の工事を完了した

ときは、建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物の建築工事が完了した

旨の報告書（様式第６号）に、建築士等による工事監理報告書等の必要図書を

添えて、性能向上計画に従って工事が行われた旨を市長に報告しなければなら

ない。 

(性能向上計画認定を受けた建築物の状況報告) 

第１３条 認定建築主は、法第３２条に基づく市長からの報告を求められたとき

は、建築物エネルギー消費性能向上計画認定建築物の状況報告書（様式第７号）

により市長に報告しなければならない。 

第１４条 削除 

第１５条 削除 

第１６条 削除 

第１７条 削除 

第１８条 削除 

(軽微な変更に関する証明書の交付の申請等) 



第１９条 規則第１３条又は規則第２８条に規定する書面の交付を受けようとす

る者は、軽微変更該当証明申請書（様式第８号）に、当該計画の変更が規則第

５条又は規則第２５条第２号に規定する軽微な変更に該当することを証する図

書を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その変

更が軽微な変更に該当すると認めるときは、軽微変更該当証明書（様式第９号）

を当該申請をした者に交付するものとする。 

附 則 

この要領は、平成３０年７月１日から施行する。 

  附 則 

この要領は、令和元年１１月１６日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 


